
 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入検査標準マニュアル 
（平成２６年３月４日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防庁予防課



 

１ 事前の準備 

３ 防火対象物への立入 

４ 検査の実施 

検査終了 

８ 指導記録簿の作成

立入検査終了 

不備事項の有無

火災発生危険等
緊急性の有無

あり 

違反処理

６ 検査結果の通知 

７ 改修（計画）報告の指導 

８ 指導記録簿の作成

違反処理 

なし

期限内に未提出
期限内に提出 

あり 
なし

９ 報告内容の指導 

違反処理 

１０ 改修予定期日到来時の確認調査 

改修 未改修

改修完了 違反処理

２ 事前の通知

５ 資料提出命令・

報告徴収 

なし 
あり 

   【立入検査手順一覧】 

あり なし

改修の状況

改修（計画）報告
書提出の有無

報告内容の不備
の有無 

 再提出の有無 
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第１ 立入検査要領 

立入検査要領は、立入検査を的確かつ円滑に実施するために、検査手順、実施事項及びその解説等で構成されている。 

・「検査手順」は、立入検査の流れをフローチャートとして示したものである。 

・「実施事項」は、検査手順に従って行う具体的な実施事項を示したものである。 

・「解説等」は、立入検査に当たっての留意点や法令の解説等について記述したものである。 

 

検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

(1)防火対象物の状況の

把握 

(2)過去の指導上状況等

の把握 

(3)検査項目及び要領等

の検討 

(4)関係者に関する情報

の確認 

(5)持参する資料等の準

備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 事前の準備 
限られた時間において重点的、効率・効果

的な立入検査を実施するため、防火対象物の

状況や過去の指導経過等を事前に把握し、検

査に必要な事項を検討しておくなどの事前の

準備が必要である。 

したがって、次のことについて事前に把握、

検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点的、効率・効果的な立入検査 

管内の防火対象物の火災危険性や防火の取組

状況に鑑み、法令遵守の状況が優良でない防火対

象物や万が一火災が発生した場合の火災危険性

が高いと考えられる防火対象物等、火災予防上の

対応の必要性が高い防火対象物を重点的に立入

検査することができるよう、実施体制、実施対象

及び頻度、検査方法、検査項目等の立入検査の実

施方針を規程等により明確化し、実施計画を策定

して、効率・効果的な立入検査を実施する。 

また、関係行政機関からの提供情報、過去の指

導状況等を踏まえ、必要に応じて、連携体制を整

備した関係行政機関との合同立入検査を実施す

る（「風俗営業の用途に供される営業所を含む防

火対象物の防火安全対策における風俗営業行政

との連携について」（平成 13 年 11 月 12 日消防

予第 393 号）を参考とする。）。 

 

（立入検査実施計画の策定） 

立入検査は、火災予防のため、すべての防火対象物

について、長期間立入検査が未実施とならないよう

に、定期的に実施することが必要である。 

しかし、消防本部における組織、人員、予算等と、

増大する消防行政需要を勘案すると、そのように立入

検査を定期的に実施することが困難な場合がある。 

また、特定用途とそれ以外の用途、法令の遵守が適

１ 事前の準備 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

正である対象物とそうでない対象物など、それぞれ危

険性が異なる防火対象物について、画一的に立入検査

を実施することは非効率的である。 

このため、各消防本部・消防署においては、管内の

防火対象物についてその危険実態に応じて立入検査

の必要性を検討し、効率的に立入検査を実施していく

ことが必要である。 

立入検査の必要性の検討にあたっては、その用途・

規模・収容人員等による一般的火災危険性のほか、以

下に掲げる事項を考慮することが重要である。 

・過去の立入検査指摘事項の改修状況や点検結果報

告等の自主管理の実施状況 

・火災が発生した場合の人命危険や社会的影響の度

合い 

・気候風土等による予防行政需要の地域特性 

・建築基準法令（建築構造、防火区画、階段）の適

合状況 

・その他火災予防上の必要性等 

これらにより、立入検査の優先順位を決定し、その

検査方法や実施者等を定めるなど、消防組織法第６条

（市町村の消防責任）を踏まえて、消防本部の管内特

性に応じた立入検査実施計画を年度等の単位で策定

することが必要である。 

このためには、査察台帳、防火対象物データベース

等において管内の防火対象物について網羅的にその

概要や自主管理の状況、違反の有無等の過去の立入検

査の実施状況及びその結果等を把握し、危険性の高い

防火対象物が長期間立入検査未実施とならないよう、

複数の視点から確認するチェック体制を構築するこ

とが必要である。 

また、各消防本部においては、策定された立入検査

実施計画について、月間、四半期等の期間でその進捗

状況を常に把握等して着実に業務管理を行っていく
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ことが必要である。 

さらに、消防法令に定めるもののほか、防火安全上

特に重要である建築基準法令（建築構造、防火区画、

階段）の適合状況については、建築部局において保有

している定期報告や立入調査等の情報を共有するな

ど、関係行政機関と連携していくことが重要である。 

 

（立入検査の実施体制） 

立入検査の実施体制については、職員の予防関係知

識・技術・経験、勤務形態、事務量等を勘案し、防火

対象物の区分等に応じて、消防長又は消防署長が事前

に実施する職員を指定しておくことが望ましい。 

この場合、予防関係の知識、技術、経験及び関係者

指導能力等が豊富な予防業務専従職員、予防兼務職員

のみを指定するのではなく、主として消防活動に従事

する交替制職員を含めた全職員を指定することが重

要である。これは、人的資源を可能な限り活用すると

いう観点のみならず、立入検査を実施することによ

り、防火対象物の実態や消防活動上必要な施設・設備

実態を把握し、万一の場合に消防隊が効果的・効率的

に消火活動、救助活動等を行うために有効であると考

えられること、また、予防面の知識・技術を高めるこ

とにより、火災原因調査や防火・防災指導等への活用

も期待できること等によるものである。 

また、個々の防火対象物の立入検査業務の困難度に

応じて、相応しい知識・技術・経験等を有する職員が

立入検査を実施することが重要である。一方、知識・

経験等の浅い職員については、予防技術検定の受験や

消防学校等における教育、計画的に知識・技術・経験

等が豊富な職員等と同行して立入検査業務を実施さ

せるなど、立入検査の技術を教育・訓練していく体制

をつくることが望ましい。また、全ての立入検査を実

施する消防職員が、現場における消防吏員の命令（法
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３条第１項及び法第５条の３第１項）を実施できる

ような教育訓練を行うことが求められる。 

なお、消防本部全体で立入検査を実施するために十

分な体制が確保されているかどうか定期的に検証を

行うことが必要であり、年度毎の立入検査実施計画の

達成度、違反処理の進捗度合い等を検討して次年度以

降の体制に反映させる等、ＰＤＣＡサイクルにより改

善の取り組みを継続することが重要である。 

 

 

（立入検査を補完する情報収集） 

重点的、効率・効果的な立入検査を実施していく上

では、把握している潜在危険性の高い防火対象物に重

点を置いて立入検査を計画的に実施することに加え

て、新築・用途変更等が行われたにも関わらず届出等

を怠っている等の理由により未把握となっている防火

対象物についても情報収集を実施し、状況を把握する

ことが必要である。この立入検査を補完する情報収集

については、規程等により必要に応じて実施する体制

を構築することが重要である。 

その情報収集の実施方法については管内の実情等に

応じて適当な方法を検討することとなるが、具体例と

しては以下のものが考えられる。 

・住民指導や警防調査等の機会を捉えた外観調査 

・住宅地図を活用したローラー作戦（一定区域ごとの

ローテーション） 

・関係行政機関との情報共有（建築、風俗営業、食品

衛生 etc.） 

・消防団、自主防災組織、婦人防火クラブ等からの地

域情報の聴取 

・電話帳・インターネット等の外部情報を活用した事

業所情報の検索 

・広聴制度や公益通報制度を通じた利用者・従業者か
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 防火対象物の状況の把握 

  ・防火対象物台帳等（※１）から用途・規模

等の確認 

・届出書等（※２）の提出状況等の確認 

・建築同意時における指導事項の確認 

・法令の適用等（令８・９条等）の確認 

・建築物の増改築等及び用途変更の経過の確

認 

・法令の特例等適用並びに経過措置適用の確

認 

・型式失効と特例期間の確認 

・過去の火災発生状況の確認 

・関係行政機関からの提供情報の確認 

らの通報受付 

・用途変更、テナント入替え、増改築等が多い防火対

象物・地域（雑居ビル、繁華街等）や、構造･設備、

収容人員等から、防火安全対策の不備に伴い深刻な

被害を招く危険性が大きい防火対象物（カラオケボ

ックスや複合カフェ等の密閉性の高い娯楽施設、小

規模福祉施設、屋内階段１系統のみの防火対象物等）

をピックアップして、重点的に情報収集を行い、状

況変化をチェックする 

・管内対象物に関する他行政機関とのデータ共有、状

況変化の有無に関する突合、異状に気づいた場合の

相互照会等についてデータベース及びチェックシス

テムを構築すること。 

なお、用途変更等の状況変化が見られた場合、必要

に応じ速やかに立入検査を実施する必要がある。また、

署所における小区域又は防火対象物ごとの担当割当て

制度や、担当している情報の確実な引継ぎを実施する

ことが重要となる。 

 

 

 

法令の適用等（令８・９条等） 

１ 消防用設備等の設置及び維持の技術上の基

準（以下「技術基準」という。）は、原則と

して棟ごとに適用されるが、次のような例外

があるので注意する。 

・令第８条（開口部のない耐火構造の床又は

壁で区画されている場合） 

防火対象物が開口部のない耐火構造の床

又は壁で区画されているときは、その区画

された部分は、技術基準の適用については、

それぞれ別の防火対象物とみなす。 

・令第９条（複合用途防火対象物の場合） 

複合用途防火対象物の部分で、令別表第
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 防火対象物に関する情報をとりまと

めたもの 

※２ 届出書等に該当するもの 

防火・防災管理者選任（解任）届出

書 

消防計画作成（変更）届出書 

統括防火・防災管理者選任（解任）届

出書 

全体についての消防計画作成（変更）

届出書 

自衛消防組織設置（変更）届出書 

圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取

扱いの開始（廃止）届出書 

工事整備対象設備等着工届出書 

消防用設備等（特殊消防用設備等）設

置届出書 

特殊消防用設備等設置維持計画 

消防用設備等（特殊消防用設備等）点

検結果報告書 

防火対象物点検結果報告書 

防火対象物点検報告特例認定申請書 

（防火対象物点検に係る）管理権原者

変更届出書 

防火対象物使用開始届出書 

防災管理点検結果報告書 

防災管理点検報告特例認定申請書 

（防災管理点検に係る）管理権原者変

更届出書 

炉等の設置届出書 

発電（変電・蓄電池）設備設置届出書

ネオン管灯設備設置届出書 

少量危険物（指定可燃物）貯蔵（取扱

い）届出書 

少量危険物（指定可燃物）貯蔵（取扱

い）廃止届出書 

１(1)項から(15)項までに掲げるいずれか

の防火対象物の用途に供されるものは、技

術基準の適用に関しては、（スプリンクラ

ー設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災

警報設備、漏電火災警報器、非常警報設備、

避難器具、誘導灯に関する一部の規定を除

く。）その用途に供される一の防火対象物

とみなす。 

・令第９条の２（防火対象物の地階と地下街

が一体となっている場合） 

特定防火対象物の地階で、地下街と一体

であると消防長等が指定したものは、スプ

リンクラー設備、自動火災報知設備、ガス

漏れ火災警報設備、非常警報設備の一部の

規定の基準については、当該地階を地下街

の一部とみなして適用する。 

・令第 19 条第２項（屋外消火栓設備に関する

基準）、令第 20 条第２項（動力消防ポンプ

設備に関する基準） 

同一敷地内にある２以上の建築物（耐火

建築物、準耐火建築物を除く。）で相互の

外壁間の中心線からの水平距離が、１階で

は３ｍ以下、２階では５ｍ以下である部分

を有するものは、屋外消火栓設備及び動力

消防ポンプ設備に関する基準については、

一の建築物とみなす。 

・令第 27 条第２項（消防用水に関する基準） 

同一敷地内にある２以上の建築物（高さ

31ｍを超え、かつ延べ面積 25,000 ㎡以上の

建築物を除く。）で、相互の外壁間の中心

線からの水平距離が、１階では３ｍ以下、

２階では５ｍ以下である部分を有し、かつ、

これらの床面積を、耐火建築物は 15,000 ㎡、

準耐火建築物は 10,000 ㎡、その他の建築物

は 5,000 ㎡でそれぞれ除した商の和が１以
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防計画に基づき実施する消防訓練

の通報に関する書類・記録等（特定防火

対象物及び防災管理対象物のみ） 

その他（特例に関する書類・催物開催

届出等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上となるものについては、消防用水に関す

る基準については、一の建築物とみなす。 

・渡り廊下（その他これらに類するものを含

む。）により接続されている場合 

渡り廊下等で建築物が接続されている場

合、原則として１棟であるが、「消防用設

備等の設置単位について」（昭和 50 年３月

５日付け消防安第 26 号通知）第２ただし書

に該当する場合は別棟として取り扱うこと

ができる。 

 

２ 複合用途防火対象物の判定基準 

・令第１条の２第２項後段に該当する場合（

「令別表第１に掲げる防火対象物の取扱い

について」（昭和 50 年４月 15 日付け消防

予第 41 号、消防安第 41 号通知）） 

令第１条の２第２項後段に規定する「管

理についての権原、利用形態その他の状況

により他の用途に供される防火対象物の部

分の従属的な部分を構成すると認められ

る」部分とは、次の①若しくは②の各条件

全てに該当するものとする。 

①主・従の関係にある用途部分がある場 

  合 

(1)当該従属的な部分についての管理権

原を有する者が主たる用途に供され

る部分の管理権原を有する者と同一

であること。 

(2)当該従属的な部分の利用者が主たる

用途に供される部分の利用者と同一

であるか又は密接な関係を有するこ

と。 

(3)当該従属的な部分の利用時間が主た

る用途に供される部分の利用時間と

ほぼ同一であること。 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②独立した用途部分が混在する場合 

(1)主たる用途以外の独立した用途部分

の床面積合計＜延べ面積×0.1 

(2)主たる用途以外の独立した用途部分

の床面積合計＜300 ㎡ 

※「主たる用途部分」「従属的用途部分」

の具体例は、上記通知の別表を参照する

こと。 

※一般住宅の用途に供される部分が存する

防火対象物についても基準がある。 

 

※令別表第１（２）項ニ及び（６）項ロに

掲げる用途に供される部分にあっては、

上記②には該当しない。（「消防法施行

令の一部を改正する政令等の運用につい

て」（平成２０年８月２８日付け消防予

第２００号）及び「消防法施行令の一部

を改正する政令等の運用について」（平

成２１年３月３１日付け消防予第１３１

号）） 

 

建築物の増改築等及び用途変更の経過 

法第 17 条の２の５第２項第２号及び第 17 条

の３第２項第２号に該当する令第 34 条の２の増

改築及び令第 34 条の３の大規模な修繕、模様替

えの範囲は、基準時（令第 34 条の２第２項参照）

又は用途変更以降に行われたものを積算して判

断するため、増改築等の経過を確認しておくこ

とが必要である。 

   ・技術基準に関する規定（以下「規定」という。）

の改正により、改正後の規定に適合しなくな

った消防用設備等で、次の場合は改正後の規

定に適合させる必要がある。 

（次の消防用設備等が設置されている場合） 

消火器、避難器具、簡易消火用具、自動火
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災報知設備（令別表第１(1)項～(4)項、(5)項

イ、(6)項、(9)項イ、(16) 項イ、（１６の２）

項から 17)項までに限る。）、漏電火災警報器、

非常警報器具及び非常警報設備、誘導灯及び

誘導標識 

（次の状況に該当する防火対象物の消防用設備

等） 

①改正後の規定に適合しておらず、かつ、従

前のものにも適合していない場合 

②規定の施行又は適用の後に、床面積の合計

1,000 ㎡又は基準時における延べ面積の２

分の１以上におよぶ増築、改築又は主要構

造部である壁について行う過半にわたる大

規模な修繕若しくは模様替えが行われた場

合 

③改正後の規定に適合した場合 

④規定の施行及び適用の際、特定防火対象物

である場合 

・用途が変更されたことにより、規定に適合し

なくなった消防用設備等で、次の場合は変更

後の防火対象物の用途に係る規定に適合させ

る必要がある。 

①用途変更後の規定に適合しておらず、かつ、

用途変更前のものにも適合していない場合 

②用途変更後に、床面積の合計 1,000 ㎡又は

基準時における延べ面積の２分の１以上に

およぶ増築、改築又は主要構造部である壁

について行う過半にわたる大規模な修繕若

しくは模様替えが行われた場合 

③用途変更後の規定に適合した場合 

④特定防火対象物に用途変更した場合 

 

特例等適用 

①令第 32 条に定める次の場合には、消防長又は

消防署長の判断により、技術基準についての
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特例が認められる。 

・火災の発生又は延焼のおそれが著しく少な

く、かつ、火災等の災害による被害を 小

限度に止めることができると認められる場

合 

②法第 17 条第３項に定める次の場合には、総務

大臣の認定により技術基準は適用されな

い。 

・消防用設備等と同等以上の性能を有し、か

つ、設備等設置維持計画に従って設置し、

及び維持するものとして、総務大臣の認定

を受けた特殊消防用設備等を用いる場合 

 

経過措置 

改正後の法令の適用が一定の期間猶予される

こと、旧規定から新規定への移行のための経過

的な措置がなされること等である。改正内容に

応じて、経過措置に関する規定が、附則等に設

けられる。 

 

型式失効と特例期間 

法第 21 条の２第２項に規定する技術上の規格

（以下「規格」という。）が変更され、既に型

式承認を受けた検定対象機械器具等（令第 37 条

参照）が変更後の規格に適合しないとき、型式

承認の効力が失われ、又は、一定の期間を経過

した後に失われる。 

法第 17 条第１項の規定により設置される消防

用設備等のうち、検定対象機械器具等は、現行

の規格に適合する必要があり、型式承認が失効

した場合、法第 17 条の２の５第１項の適用を受

ける消防用設備等を除き、既存の防火対象物で

あっても適合させなければならない。ただし、

「消防用機械器具等及び消防用設備等の技術上

の基準に関する特例を定める省令」等の総務省
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 過去の指導状況等の把握 

  ・過去の立入検査における指摘状況等の確認 

・違反処理経過（処理区分と処理年月日）の

確認 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 検査項目及び要領等の検討 

・検査項目の検討 

・効率的な検査要領等の検討 

 

 

 

 

 

 

 

 

令に基づく特例が定められている。 

そこで、設置されている消防用設備等の型式

承認が失効していないか確認する。失効してい

るときは、特例が定められているか、その期間

はいつまでかを確認する。 

 

火災発生状況の確認 

火災の発生により、どのような指導がされた

のか、指導により何が改善されたか確認する。 

 

 

 

指摘状況等の確認 

過去に実施した立入検査結果の通知書（写し）

や提出された改修（計画）報告書、指導記録簿な

どから、指摘した不備事項やその改修結果につい

て確認する。 

 

 

処理区分 

違反処理の処理区分は、警告、命令、認定の

取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略

式の代執行がある。 

 

検査項目 

消防法令又は建築基準法令等防火に関する法

令の規定に基づいた項目やそれ以外の火災予防

上必要な項目とし、防火対象物の状況に応じて

検査するべき項目を検討する。 

消防法令の規定であっても、火災予防には直接

関係しない規定（例：消防法第３６条関係規定等）

については、法第４条にいう資料提出命令権、報

告徴収権及び立入検査権を行使することができ

ない。 

このような規定に関して、法第４条に基づく
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入検査の際に併せて、不備等の確認を行おう

とする場合は、相手方の任意の協力に基づき行

うこと。 

 

効率的な検査要領等 

防火対象物の状況により、立入検査を必要 小

限の時間で実施するための経路等を検討する。例

えば、次のような方法が考えられる。 

・大規模な防火対象物を立入検査する場合は、

複数の検査員で検査に出向き、それぞれの検

査項目に応じて担当する検査員を指定して検

査する。 

・防災センターや消防用設備等の中枢部分から

検査する。 

・工場などでは、そこで行われている作業の工

程に従って検査する。 

また、関係者による自主管理の状況が優良と認

められる防火対象物にあっては、全体の総合的な

立入検査に替えて、当該防火対象物の重要な箇所

及び項目、防火対象物定期点検報告、消防用設備

等の点検報告、その他の自主検査記録において不

備欠陥があった施設・設備・箇所及び内容の改修

状況等に内容を絞った抽出検査を実施することも

考えられる。この場合においては、不備欠陥を発

見した際には総合的な立入検査に切り替えること

や、引き続き優良と認められる場合には、抽出箇

所・項目を減じていくことも考えられる。 

なお、このような限定的な立入検査を実施し

た場合にあっては、検査実施範囲及び検査項目

を記録するとともに、必要に応じ立入検査結果

通知書にも明記しておくこと等が重要である。 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 関係者に関する情報の確認 

・関係者（防火対象物の所有者、管理者又は

占有者をいう（法第２条第４項）。以下同

じ。）の住所、氏名等の確認 

・立入検査の相手方の対応に関する情報の確

認 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 持参する資料等の準備 

・証票 

・防火対象物台帳や図面等 

・事情の変更に伴い必要となる各種届出用紙

等・消防関係法令集などの資料等 

・通知書及び命令書（法第３条、第５条の３ 

・検査に必要な器具 

・その他必要な資料等 

 

 

 

 

 

 

 

２ 事前の通知 
・立入検査の相手方に対する事前の通知の必

要性を検討する。 

・検討した結果、必要と認められる場合は通

 

住所、氏名等の確認 

防火対象物の関係者の住所、氏名（法人の場

合は名称及び代表者氏名）等について、届出書

等により確認する。事前に通知することを予定

している場合は、その連絡先についても確認す

る。 

 

立入検査の相手方の対応 

過去の立入検査の結果等から、立入検査の拒

否など相手方のとった対応について、記録され

ているときは、事前に通知し、相手方の承諾を

得てから出向くようにするなど立入検査を円滑

に実施できるような方策について検討する。 

 

 

各種届出用紙等 

防火管理者選任（解任）届出書など防火対象

物の実態の変化に伴い必要になる届出用紙のほ

かに、防火管理講習の日程表等を持参するなど

して資格取得の手続についても考慮する。 

 

検査に必要な器具 

通路幅員やはりの長さ等を測るための巻尺、

パイプスペースなどの暗中箇所を検査するため

の懐中電灯、違反箇所の記録等をするためのカ

メラ（住民等からの通報により、違反事実の存

在が推定される場合等）など、防火対象物の状

況に応じて持参し有効活用する。 

 

 

事前の通知の必要性 

法令上は事前の通知を必要としないが、相手

方の個人の生活、経済活動の自由等への関与の

程度と火災予防上の必要性を比較し、事前に通

２ 事前の通知 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)立入検査の実施 

(2)関係者の承諾 

(3)証票の提示 

(4)立入を拒否等された

場合の対応 

知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 防火対象物への立入 
(1) 立入検査の実施 

・原則として日中又は営業時間内等に行う。 

 

 

 

 

知するかどうかを検討する。 

（必要と考えられる場合） 

立入検査を実施するにあたり、次の場合な

ど、できる限り事前の通知を実施し、相手方

と日程調整を行う。 

・既に把握している違反事実の改修指導で立

入検査の相手方と面談する必要があると

き。 

・消防対象物の位置、構造等について正確な

情報の入手、検査実施時の安全確保等の観

点から立入検査の相手方の立会を求める必

要があるとき。 

（不要と考えられる場合） 

過去の違反状況等を勘案し、事前に通知し

ては効果的な立入検査が実施できないおそれ

がある次の例の場合は、事前の通知を実施し

ない。ただし、事前の通知を行わない抜き打

ち検査を繰り返して関係者の営業活動等を阻

害することのないよう配慮する。 

・階段部分への物件存置や自動火災報知設備

のベル停止など、事前に通知すると、一時

的に是正され、防火対象物の法令違反の実

態が正確に把握できないおそれのあると

き。 

・法令違反があることの通報を受けて立入検

査を行うとき。 

・事前の通知を行う相手方の特定が困難なと

き。 

 

日中又は営業時間内等 

相手方の個人の生活、経済活動の自由等への

関与の程度と、立入検査実施の火災予防上の必

要性を比較し、極力必要 小限度の関与となる

よう、基本的に日中又は営業時間内等に立入検

査を行うことが望ましい。しかし、法令上は立

３ 防火対象物への立入 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 関係者の承諾 

・個人の住居に立ち入る場合は、関係者の承

諾を得る。 

 

 

 

 

 

 

(3) 証票の提示 

・関係のある者から請求のあったときは証票

を提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入検査の時間的制限がなくなることから、これ

まで立入検査を実施することができなかった時

間帯においても、実施することが可能である。 

（立入検査が実施可能となった例） 

・物品販売店舗や飲食店の営業時間外である

夜間に、偶然改装工事などを覚知し、立入

検査を実施する場合 

・午後８時に営業を開始する夜間営業のみの

飲食ビルに対して営業時間中に立入検査を

実施すると営業に支障（客への配慮等）が

あり、日没後の営業時間前に実施する場合 

 

 

個人の住居 

個人の住居とは、私生活の営まれる場として

の個人のすまいをいい、共同住宅の居室、個人

専用住宅等が該当する。この他、旅館、病院、

老人福祉施設等の立入検査の際、個人の専用部

分となっている場所については配慮する必要が

ある。 

 

 

関係のある者 

関係者又はその代理人、使用人その他の従業

者等がこれにあたる。 

 

証票の提示 

証票は立入検査権を有する消防職員であるこ

とを示すものであり、証票の提示請求があった

場合において、これを提示しないときは、正当

な権限行使とみなされない。証票の提示は、そ

の目的から１回の立入につき提示請求権を有す

る 初の請求者にすればよい。 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 立入を拒否等された場合の対応 

・立入を拒否等された場合は、拒否等する理

由を確認する。 

・立入の必要性や目的について丁寧に説明す

るなど、相手方を説得する。 

・説得しても拒否等された場合は、期日を改

めて出向する。 

・相手方からの暴行、脅迫などを受けた場合

は、速やかに上司に連絡するなど適切に対

応する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

立入を拒否等された場合 

・法第４条に規定する立入検査権は、罰則によ

ってその実効性が担保されているが、相手方

が拒否等した場合に、その抵抗を排除してま

で行使することはできない。 

 

・拒否等する理由が次のような例に該当すると

きは、正当な理由と認められる場合があり、

このような正当と認められる理由以外で拒否

等するときは、告発により対応する場合があ

る。 

①立入につき、関係者の承諾を得なければな

らない場合にこれを怠ったとき。 

②立入につき、関係のある者から証票の提示

を求められているにもかかわらず、検査員

が提示しないとき。 

③業務多忙を理由に、相手方が立入検査の時

期について具体的な変更を要請したうえで

拒否するとき。 

・拒否する原因の把握、立入検査を拒否等した

者の確認等、可能な限りの資料収集を行うな

ど客観的情報の把握に努める。併せて、立入

検査の要旨について行った検査員の説明内容

を記録しておく。 

 

相手方から暴行、脅迫などを受けた場合 

速やかに上司に連絡をとるが、危害を加えら

れたときなど緊急の場合は、警察に通報するな

ど適切な措置を講じ、証拠の確保を図る。 

 

 

 

 

 

 



 17 

検査手順 実施事項 解説等 

 

 

(1)検査実施前に行う打

合せの内容 

(2)業務への配慮 

(3)検査を拒否等された

場合の対応 

(4)写真撮影等による違

反状況の記録 

(5)質問に対する回答を

拒否等された場合の

対応 

(6)検査等により知り得

た防火対象物の情報

の取扱い 

(7)消防法令以外の法令

違反を発見した場合

の対応 

(8)不適正な点検を発見

した場合の対応 

(9)その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 検査の実施 
(1) 検査実施前に行う打ち合わせの内容 

・スケジュール等の説明 

・立会の依頼 

・事前準備において不明確であった事項等の

確認 

・営業許可証等から関係者に関する情報の確

認 

・防火対象物の実態の変化についての確認 

・その他必要な事項の確認 

・立入検査の効率化への配慮 

※事前通知なしの立入検査を行う場合は、

打ち合わせを省略できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

打ち合わせ 

検査を実施する前に、検査員と防火対象物の

関係者等が集合して打ち合わせを行い、効率的

に検査が進められるよう配慮する。 

 

スケジュール等 

事前に検討した検査項目及び検査経路に基づ

き、班編成や班ごとの実施場所などを説明する。 

 

立会 

検査の実効性を高めるためや、危険箇所への

立入の際、安全確保等の観点から必要に応じ検

査場所の状況に精通した者の立会を求める。 

 

事前準備において不明確であった事項等 

過去の指摘事項の改修状況や改修後の管理状

況、 新の消防用設備等点検結果報告書におい

て不備事項とされたものの改修状況など、事前

に把握しきれなかった事項について確認する。 

 

実態の変化 

人事異動などによる関係者及び防火管理者、

自衛消防組織等の防火管理面の変更、増改築の

有無、用途の変更、テナントの変更、工事の有

無や内容など、防火対象物の実態に変化があっ

たか確認し、必要に応じ検査項目を再検討する。 

 

効率化への配慮 

消防用設備等の点検結果及び防火対象物定期

点検の点検結果等が良好と認められる場合は、

効率的に立入検査を実施するため、当該点検部

分の検査項目について、防火対象物の状況に応

じて省略することができる。 

４ 検査の実施 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 業務への配慮 

・検査等において、みだりに防火対象物の関

係者等の業務を妨害しない。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 検査を拒否等された場合の対応 

・防火対象物の一部分について検査を拒否等

された場合は、拒否等する理由を確認する。 

・検査の必要性や目的について丁寧に説明す

るなど、相手方を説得する。 

・説得しても拒否等された場合は、期日を改

めて出向する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 写真撮影等による違反状況の記録 

・カメラの場合、相手方の同意を得た後、違

反箇所を撮影する。 

・カメラがない場合や相手方に撮影を拒否さ

れた場合は、図面を作成するなどして、違

 

みだりに 

・「正当な理由なくして」という意味で、次の

ような場合が考えられる。 

①特に緊急に確認する必要がないにもかかわ

らず、立会者に確認せずに作業中の従業員

等に対して質問を繰り返し行う場合 

②直接検査等に関係のない質問や行為を繰り

返し行う場合 

 

 

検査を拒否等された場合 

・立入のときと同様に、罰則によってその実効

性が担保されているが、相手方の抵抗を排除

してまで検査を行うことはできない。 

・拒否等する理由が次のような例に該当すると

きは、立入検査実施の必要性と比較して、正

当な理由と認められる場合があり、このよう

な正当と認められる理由以外で拒否するとき

は、告発により対応する場合がある。 

①検査を拒否等しているのが防火対象物の一

部分で、企業秘密に関わる場所であると客

観的に認められるとき 

②検査を実施することで、適正な業務執行に

影響を与えるとき 

・検査を拒否する原因を把握し、立入検査の要

旨について行った検査員の説明内容を記録し

ておく。 

 

 

写真撮影等による違反状況の記録 

・写真は違反状況が客観的に明らかになるよう

に撮影し、一の違反場所について違反の状態

が具体的に判別できる写真と全体の中で当該

違反場所の位置が判別できる写真とを撮影
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反状況を記録しておく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 質問に対する回答を拒否等された場合の対

応 

・質問の必要性や目的について丁寧に説明す 

るなど、回答してもらえるように関係者を

説得する。 

 

 

 

 

(6) 検査等により知り得た防火対象物の情報の

取扱い 

・検査等により知り得た防火対象物の情報は、

みだりに他に漏らさない。 

 

 

(7)  消防法令以外の法令の防火に関する規定に違

反している恐れがある場合の対応 

・消防法令以外の法令（例：建築基準法）の防火

に関する規定に違反しているおそれがあり、火

災予防上重大な危険が認められる事案を発見し

た場合は、当該法令の所管行政庁へ通知し、是

正促進を要請する。 

（例） 

 ・無確認増築等により、合板等を用いて室や通

路等を増築している状況を発見した場合 

し、周囲と全体との関係を明らかにする。 

・違反の場所が１回の撮影で写らない場合は、

２枚以上の写真を貼り合わせる等配慮する。 

・撮影位置、方向、撮影時刻等を写真撮影位置

図に記録する。 

・物件等の寸法を表示する必要がある場合は、

メジャー等を用いて写し込む 

 

 

回答を拒否等された場合 

法第４条に規定する質問権は、正当な理由な  

くして陳述しない者があっても、罰則で実効性

を担保していないことに注意する必要がある。

ただし、火災予防上必要がある場合は、資料提

出命令権又は報告徴収権を活用することも検討

する。 

 

 

みだりに 

・「正当な理由なくして」という意味で、次の

場合には「正当な理由がある」と考えられる。 

①職務上必要な事項として、上司に検査結果

を報告する場合 

②通知書の内容について、他の公的機関から

法令根拠に基づく照会※１を受け、それに

回答する場合 

③捜査機関に対し告発する場合 

④情報公開請求があり、情報公開条例に基づ

き、妥当性を有するものとして公開する場

合 

※１ 照会 

弁護士会、捜査機関などから立入検査結果

の通知書について、法律の規定（弁護士法

第 23 条の２、刑事訴訟法第 197 条第２項等）

に基づく照会があった場合、消防機関は、
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・内装の変更や広告用の看板を設置して、非常

用進入口や排煙設備である窓等の開口部を塞

いでいる状況を発見した場合 

・個室型店舗等において、テナント等が入れ替

わったことにより用途が変更され、間仕切や

内装等が大幅に変更されている状況を発見し

た場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照会内容に対し一般的には報告する必要が

あるが、通知書の内容がプライバシーの侵

害や職務遂行上の支障が生ずる可能性のあ

る場合はこの限りでない。 

したがって、これらの照会を受けたときは、その

内容をよく確認し、事実調査を行うなどして回答

の可否について判断し、回答する場合は、客観的

事実のみを報告する。 

・法令の規定に基づく照会等以外の場合でも、火災

予防の目的の達成のために合理的な理由があると

きに、消防法等の守秘義務によって確保しようと

する法益との比較考量を行って、関係行政機関等

の適切な相手方に対して必要な範囲で情報提供を

行うことが可能であり、具体的には次の場合が考

えられる。 

①消防法令の適用に当たって他法令の適用関係を

確認するために当該法令の所管行政庁に照会等

を行う際に、当該確認に必要な範囲の情報を提

供する場合 

②検査等において消防法令以外の法令違反又はそ

の疑いを発見し当該法令の所管行政庁に通報等

を行う際に、当該通報等に必要な範囲の情報を

提供する場合 

なお、検査等により知り得た防火対象物の情報

に個人情報が含まれている場合の当該情報の取

り扱いについては、各地方公共団体の個人情報

保護に係る条例等の定めに従う必要がある。 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8) 不適正な点検を発見した場合の対応 

・点検結果報告と検査結果から、消防設備士

が行った不適正な工事、整備又は点検の事

実が確認できたときは、適切な対応を行う。 

 

 

 

 

 

(9) その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適切な対応 

・「消防設備士免状の返納命令に関する運用に

ついて」（平成 12 年 3 月 24 日消防予第 67 号）

などにより適切に処理する。 

 

 

チェーン店等に違反がある場合の対応 

チェーン店等、複数の店舗を設けて事業を行っ 

ている法人の一の店舗において消防法令違反を

発見した場合、当該店舗における処理のほか、

管内の他の店舗における立入検査の際には留意

するとともに、必要に応じ、管外の他の店舗を

管轄する消防本部への照会・情報提供や連携し

た指導等の実施を図る。また、同様の違反を確

認した場合には、法人組織全体の防火管理体制

の構築を図るため、必要に応じ、本社に対する

適切な指導等を行う。 

 

 

重大な消防法令違反等を発見した場合の情報共有 

・防火対象物の位置、構造、設備又は管理につい

て、スプリンクラー設備等の主要な消防用設備

等が過半にわたって不適・機能不良となってい

るもの、その他消火、避難その他の消防の活動

に支障になる状況が認められた場合は、違反処

理への移行と並行して、速やかに警防担当も含

め消防機関全体で必要な情報共有を行い、消防

活動全般において留意すること。 

・無届けの大幅な用途変更・増改築を発見した場

合も同様の対応を行うこと。 

 

火災予防に直接関係しない消防法令の規定の不備を発

見した場合の確認（例：法第３６条関係規定等） 

・検査等の結果、火災予防に直接関係しない消防法
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不備事項の有無 
 

(あり)      （なし） 

 

 

指導記録簿の作成  
 

（指導記録簿作成を 

参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

(なし)      （あり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（違反処理への移行） 

・検査により覚知した不備事項に火災発生危

険等の緊急性が認められる場合は、違反処

理へ移行する。 

 

 

令の規定の不備又はその疑いを発見した場合は、

「第５ 火災予防に直接関係しない消防法令の

規定の不備に係る確認について」により処理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火災発生危険等の緊急性 

「可燃性ガスが滞留する場所で、ガスコンロ

を使用している。」など火災発生危険が逼迫し

ている場合には、改修（計画）報告書の提出を

待つことなく、違反処理へ移行する。 

なお、緊急性が高く、速やかに違反是正の指

検 査 終 了 

 

立 入 検 査 完 了 

火災発生危険等 

緊 急 性 の 有 無 

違反処理 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 資料提出命令・報告徴収 
・防対象物の構造等の実態把握や違反事実の

特定などに資料や報告を必要とする場合

は、資料提出命令又は報告徴収を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

導を必要とする不備事項がある場合は、検査終

了後でなく、その途中で違反処理へ移行する場

合がある。 

 

 

資料提出命令又は報告徴収 

法第４条の規定に基づく資料提出命令権及び

報告徴収権は、消防対象物の実態把握若しくは、

違反事実の解明・立証等火災予防上必要と認める

場合、関係者の負担に考慮しつつ、消防長（消防

本部を置かない市町村においては、市町村長。）

又は消防署長が主体となり、消防対象物の関係者

に対し権限を行使する。 

なお、検査等において口頭などにより任意の

資料提出又は報告を求めて、相手方がこれに応

じた場合は、本権限の行使は必要ない。 

 

（資料提出命令で求める資料の例） 

火災予防上、消防対象物の実態を把握する

ために役立つ一切の文書図画のうち、資料と

してすでに作成若しくは作成される予定のも

の又は法令により資料の作成が義務づけられ

ているもの 

・消防法令上の各種届出書 

・消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持

管理に関する委託契約書 

・建物の図面等 

・その他消防対象物の実態を把握するのに必

要な書類 

（報告徴収で求める資料の例） 

火災予防上、防火対象物の実態を把握する

ために必要な全ての事項で、資料として現に

存在していないものを求めることができる。 

・危険物の１日の使用量 

・未確認増築部分の図面並びに面積算定結果 

５ 資料提出命令

・報告徴収 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (1)検査結果の通知 

  (2)通知書の交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 検査結果の通知 
(1) 検査結果の通知 

・検査の結果、判明した消防法令違反及びそ

の他の事項について、通知する。 

・検査結果の通知は、原則として、文書（通

知書）で行う。 

・指摘事項に消防法令以外の法令の防火に関

する規定の違反が含まれている場合は、所

管行政庁にも当該内容を文書で通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・管理権原者の職、氏名 

・その他防火対象物の実態を把握するために

必要な事項 

（提出された資料の受領及び返還要領） 

・資料提出命令により資料を提出させる際、

関係者に所有権を放棄するか否かを記載し

た提出書に必要な資料等を添えて提出さ

せ、放棄する場合は「受領した旨」、放棄

しない場合は「保管する旨」を記載した用

紙を関係者に交付する。 

・資料を返還する場合は、提出の際交付した 

「保管する旨」を記載した用紙と引き換え

とする。その際、関係者に返還を受けた旨

の奥書若しくは受領書等、返還を証明する

ものを提出させる。 

 

 

消防法令違反 

消防法令に違反しているかいないかは、防火

対象物の新築、増築、改築、用途変更及び模様

替え等にかかわる着工の時期及びその経緯を把

握し、さらに根拠法令等の施行時期（基準時）

及び適用除外の有無について把握できなければ

正確に認定できないことがあるため、検査の結

果について通知するときは、十分に確認する。 

※検査結果の通知（通知書）は法的には違反

事項の是正を強制するものではなく、あく

までも行政指導に属するため、不服申立て

及び取消訴訟の対象にはならないが、法的

に設置義務のない消防用設備等の設置を指

導し、相手側が設置したり、名あて人を誤

り、設置義務のない関係者に消防用設備等

を設置させてしまったなど、関係者に損害

を与えた場合は、国家賠償法第１条に基づ

く損害賠償の対象となることがある。 

６ 検査結果の通知 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他の事項 

建築基準法等消防法令以外の法令の防火に関

する規定により不備となる事項や法令等に規定

されていないが火災予防上望ましい状態を確保

するために指摘する事項をいう。 

 

通知 

・違反改修の履行義務者に対し通知する。また、

通知しようとする内容に関して履行義務者が

複数のときは、それぞれの義務者あて個別に

通知する。 

・平成 14 年の消防法の改正内容（罰金額の引き

上げ、消防法令違反で命令を受けた場合は標

識が設置される等）を説明し、法令違反の自

主的改善を促す。 

・速やかに改めることが可能な不備事項は、同

行する立会者に説明し、その場において改善

させるなど積極的に火災予防の措置をとら

せ、即時是正された場合でも必要に応じて通

知する。 

・指摘事項について十分確認できない場合は、

必要な検討を尽くした後に通知する。 

 

文書（通知書） 

（作成上の注意事項） 

・違反事実の発生箇所を明確にする。 

・違反事実の根拠法令を明確にする。 

・通知書の発信者名は、立入検査を実施した

消防職員とする。 

・重大な消防法令違反が確認された場合、名

あて人の特定は慎重に行い、必要に応じ、

住民票の写し（個人の場合）や建物の登記

事項証明書、法人の登記事項証明書等によ

り確認する。 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、名あて人については立入検査時の

質問や資料の提出などにより自ら情報収集

に努め、他に手段がない場合は、「違反処

理マニュアル②関係機関との協力」に定め

る照会手続に基づいて把握する。 

・検査を実施した箇所等を記載する。 

※住民票、戸籍謄（抄）本の請求方法 

①事前に区市町村役場の事務担当者に概

要を電話連絡して手続を確認する。 

②所定の申請用紙又は任意様式の申請書

（依頼書）に、公用であること、謄本

又は抄本の区別、対象者の氏名・住所

（戸籍謄本の場合は本籍地とし、筆頭

者が判明している場合は、その者の氏

名を併記する。）、必要部数、郵送を

希望する場合は送付先を明記し、申請

する。 

法人の登記事項証明書の請求 

①事前に登記所の事務担当者に概要を電

話連絡して手続を確認する。 

②所定の申請用紙又は任意様式の申請書

（依頼書）に、公用であること、法人

名、本店の所在、必要部数、手数料に

ついては「登記手数料令第 19 条により

免除」であることを記載し、申請する。 

建物の登記事項証明書の請求 

①登記所に行き、備えつけの公図又は索

引簿で該当する建物の地番を確認す

る。 

②事務担当者に公用で登記事項証明書の

請求をしたい旨及びその理由を説明

し、当該建物の家屋番号を確認する。 

③所定の申請用紙又は任意の申請書（依

頼書）に公用であること、全部事項又

は一部事項の区別、建物の所在、家屋
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

(2) 通知書の交付 

・通知書は、検査終了後にその場で交付する

場合は、名あて人又は名あて人と相当の関

係のある者に直接交付する。 

・期日を改めて交付する場合は、再度出向す

るか、名あて人又は名あて人と相当の関係

のある者に出頭を求めて直接交付する。ま

たは、普通郵便により名あて人へ送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

番号、手数料については「登記手数料

令第 19 条により免除」であることを記

載し、申請する。 

 

 

 

 

名あて人と相当の関係のある者 

名あて人の従業者若しくは配偶者又は防火管

理者等がこれにあたる。 

 

交付 

・違反内容やその改修の必要性等について関係

者等の認識の程度に応じて、規制概要とその

趣旨等について十分な説明を行う。 

・改修意思等を確認するとともに、必要に応じ

て具体的な改修方法を示す。 

・違反処理マニュアルの違反処理基準に該当す

るおそれのある違反事実について通知する場

合は、その後の告発等を視野に入れ、行政側

の指導状況を証明するために、直接交付の場

合は署名を求めること。しかし、相手方が署

名を拒否した場合は、その旨を通知書の消防

機関側控え等に記録しておく。 

・防火管理者等名あて人と相当の関係のある者

に交付するときは、通知書の内容等の説明と

不明な点について交付した消防職員に問い合

わせる旨、関係者に伝えるように依頼するこ

と。 

期日を改めて交付する場合 

・期日を改めて交付する場合とは、次のような

場合が考えられる。 

①名あて人が遠隔地に居住しており、名あて

人と相当の関係のある者が不在のとき。 

②名あて人及び名あて人と相当の関係のある
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 改修（計画）報告の指導 
・原則として、文書により報告させる。 

・改修計画については文書により報告させる。 

・通知書の受領者が名あて人の場合、改修（計

画）報告書の作成要領及び期限内に報告する

よう指導する。 

・通知書の受領者が名あて人と相当の関係の

ある者の場合、上記と同様の事項を指導し、

名あて人に伝えるように依頼する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８ 指導記録簿の作成 
・立入検査した結果等を指導記録簿に記録す 

る。 

者に通知書の受領を拒否されたとき。 

③指摘事項の確認のため検査直後に交付しな

かったとき。 

・郵送により通知書を交付する場合で、関係者

の連絡先が判明しているときは電話により説

明するように努める。 

・違反処理マニュアルの違反処理基準に該当す

るおそれのある違反事実を通知する場合で、

相手方が通知書の受領を拒否している場合又

は遠隔地に居住しており署名が求められない

場合は、書留郵便（違反事実の内容に応じ、

配達証明等）により送付する。 

 

 

 

改修（計画）報告書の作成要領 

・原則として、違反改修の履行義務者に報告さ

せる。 

・改修が完了したことを報告する場合は、改修

した内容について記載させる。 

・今後、改修を行う予定であることを報告する

場合は、実現可能な方法による改修計画を記

載させるとともに、改修計画に関する図書等

を添付させる。 

 

期限 

・概ね１週間～１ヶ月の報告期限を設定する。

ただし、個々の事案により期限を延長する必

要が認められる理由がある場合は、必要 低

限の範囲で延長することができる。 

 

 

 

指導記録簿 

指導記録簿とは、立入検査の実施結果を記録す

７ 改修（計画）報告の指導 

８ 指導記録簿の作成 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（違反処理への移行） 

・報告期限を過ぎて報告書が未提出の場合は、

違反処理へ移行する。 

 

 

９ 報告内容の指導 
・報告者が違反改修の履行義務者であるか確認

し、異なる場合は履行義務者を報告者とする

改修（計画）報告書の再提出を指導する。 

・改修内容及び改修予定期日を確認し、不備が

ある場合は、具体的な改修内容等について説

明するなど、改修（計画）報告書の訂正又は

再提出を指導する。 

・改修（計画）報告書を後日再提出する場合は、

期限内に報告するよう指導する。 

 

 

 

 

 

る帳票などのことであり、立入検査で法令違反が

あった場合には、検査年月日から改修が完了する

までの是正指導等の経過についても記録し、防火

対象物台帳、改修（計画）報告書等と一体として

管理する。 

 

（記録事項の例） 

・立入検査年月日（違反を発見した日） 

・違反の内容 

・改修までに実施した指導及び関係者の対応 

・改修予定スケジュール並びに経過確認等の日

時及びその状況 

・その他必要事項 

 

 

 

 

 

 

 

改修内容及び改修予定期日 

改修（計画）報告書に記載されている改修内

容が法令基準に沿った適切なものか確認すると

ともに、改修予定期日が、社会通念上是正可能

と認められる客観的な所要日数と火災予防上の

必要性と比較して妥当であるか確認する。また、

場合によっては、予定期日が何に基づいて算出

されたものか、下記資料の提出を求めることも

必要である。 

（求める資料の例） 

・改修の工程について具体的に判別できる資 

料 

・既に工事業者等に改修を依頼している場合

は、見積書や発注書等のコピー 

・改修が長期間要する場合は、理由書や工程

(期限内に提出)

改修（計画） 

報告書の提出 
 

違反処理 

(期限内に未提出) 

報告内容の

不備の有無 

 

(なし) (あり) 

９ 報告内容の指導 

再提出 

の有無 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

（違反処理への移行） 

・改修（計画）報告書の内容に不備があるにも 

かかわらず指導に応じない場合は、違反処理

へ移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画等の資料 

※参考までに屋内消火栓設備、スプリンクラー

設備及び自動火災報知設備についての改修

予定期日の目安となる実例を示すと次のと

おりである 

①自動火災報知設備の設置工事 

全部未設置違反のうち設備を設置して

改修されたもの約 100 件について、着工

届出から設置届出までの日数を調査した

結果は次のとおりであった。 

・延べ面積 500 ㎡未満の対象物では、94

％が２ヶ月以内 

・延べ面積 500 ㎡以上 1,000 ㎡未満の対

象物では、87％が３ヶ月以内 

・延べ面積 1,000 ㎡以上の対象物では、

95％が４ヶ月以内 

②業者が試算した新規設置工事日数 

(例１)RC 造、地上３階地下１階、延べ面

積 500 ㎡の既存雑居ビル（飲食店、

カラオケ店） 

(例２)RC 造、地上５階地下１階、延べ面

積 1,000 ㎡の既存雑居ビル（飲食

店、カラオケ店） 

(例３)RC 造、地上 10 階地下１階、延べ面

積 3,000 ㎡の既存雑居ビル（飲食

店、カラオケ店） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(あり) (なし) 

違反処理 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  見積日数
着工届から設置

届までの日数 

屋 内 消 火 栓 設 備

（例１） 
30 日 ２ヶ月 

屋 内 消 火 栓 設 備

（例２） 
30 日 ３ヶ月 

屋 内 消 火 栓 設 備

（例３） 
40 日 ４ヶ月 

スプリンクラー設

備 （例１） 
30 日 ４ヶ月 

スプリンクラー設

備 （例２） 
30 日 ５ヶ月 

スプリンクラー設

備 （例３） 
40 日 ８ヶ月 

自動火災報知設備

（例１） 
30 日 ２ヶ月 

自動火災報知設備

（例２） 
30 日 ３ヶ月 

自動火災報知設備

（例３） 
40 日 ５ヶ月 

(例４) 耐火造、地上３階地下１階、建築面積約

650 ㎡、延べ面積 1,800 ㎡の既存遊技場ビル

（パチンコ、カラオケ）全館に屋内消火栓

設備を新規に設置する工事についての工事

日は 100 日。 

 

期限 

相手方が改修（計画）報告書の訂正に要する

と認められる期間とする 
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検査手順 実施事項 解説等 

 

 

 

10 改修予定期日到来時の確認調査  
 立入検査で指摘した不備事項について、改修

（計画）報告書による改修が実施されたかを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

（違反処理への移行） 

改修（計画）報告書に記載されていた改修予定

期日に改修が完了していない場合等は、違反処理

へ移行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認 

改修期限前から適宜経過確認等を実施するな

どして改修の促進を図り、改修期限の到来後に

改修状況の確認のための立入検査を実施する

が、改修完了の報告があった場合は、速やかに

確認調査を実施する。 

なお、届出行為によって改善されたことを確

認できるものについては、確認調査を必要とし

ない。 

 

(改修) 

１０ 改修予定期日到来 

時の確認調査 

改修の状況  

違反処理 

(未改修) 

改修完了 
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第２ 小規模雑居ビル立入検査時の留意事項 

 

小規模雑居ビルの立入検査の実施については、基本的に「第１ 立入検査要領」によるが、小規模雑居ビルの火 

災危険性等の特徴を踏まえ、特に次に掲げる事項にも留意するものとする。 

  

１ 小規模雑居ビルの定義 

小規模雑居ビルとは、次のいずれにも該当する防火対象物のことをいう。 

(1) ３階以上の階が、消防法施行令別表第１に掲げる(2)項又は(3)項に掲げる用途に用いられていること。 

(2) 直通階段が一つのみ設けられていること。 

(3) 統括防火管理者の選任を要すること。 

  

２ 小規模雑居ビルにおける特徴 

小規模雑居ビルで見られる特徴的な事項は次のとおりである。 

(1) 過去の立入検査の結果、全般的に違反が多かったが、特に防火管理関係、消防用設備等の点検報告関係の違反が多い傾 

向がある。 

(2) テナント間の意思疎通が全くない可能性がある。 

(3) テナントの入れ替わりが頻繁に行われる。 

(4) 床面積の小さなテナントが多い。 

(5) テナントごとに営業時間が異なり、なかには夜間のみのものがある。 

(6) エレベーターが設置されているものは、階段室に物件が存置及び放置される傾向がある。 

(7) 各テナントの従業員数は防火管理業務を実施するには不足している傾向にある。 

  

３ 優先的に立入検査を実施すべき状況 

次の状況のうち、複数のものが該当する場合は、優先的な立入検査の実施を検討すること。 

(1) 防火管理者選任届出書、消防計画作成届出書、統括防火管理者選任（解任）届出書、全体についての消防計画作成（変

更）届出書、消防用設備等点検結果報告書及び防火対象物定期点検結果報告書等法令に基づく届出又は報告がない。 

(2) 消火訓練及び避難訓練を行う場合の事前の通報が実施されていない。 
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(3) 階段室への物件の存置、放置及び防火戸の閉鎖障害等法第８条の２の４の規定に違反しているとの指摘を受けている。

(4) 自動火災報知設備の設置及び維持の技術上の基準に違反しているとの指摘を受けている。 

  

４ 小規模雑居ビル立入検査時の着眼点 

小規模雑居ビルでは、唯一の避難経路である階段で、火災発生時に避難の障害となる状況が頻繁に認められる

一方、防火管理が適切に実施されていないものが多く見られる。したがって、立入検査を実施する際は、これら

の障害の排除に努めるとともに、障害となる状況を発生させないために適切な防火管理の実施について関係者に

指導する必要がある。 

このような観点から、立入検査を実施する場合の着眼点は次のとおりである。 

① 防火対象物の使用状況 

② 防火管理体制の確立状況 

③ 点検の実施状況 

④ 自衛消防組織の確立状況 

⑤ 防炎物品の使用状況 

⑥ 避難施設等の維持管理状況 

⑦ 消防用設備等の維持管理状況 

⑧ 火気の取扱状況 

⑨ 危険物の貯蔵、取扱い状況 

⑩ 工事中の防火管理状況 

また、これらの着眼点について特に確認する必要があると認められる項目等を整理したものが、別表１である。 

  

５ 関係者への指導要領等 

小規模雑居ビルの火災危険性、防火管理の実態等、２に掲げる特徴を踏まえ、立入検査の実施に際しては、次

の点に留意して関係者に対応する必要がある。 

(1) 立入検査の実施時に、防火管理者講習の日程表等を持参するなど、資格取得の手続について考慮する。 
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(2) 避難施設等の管理状況や自動火災報知設備の受信機の電源遮断や音響停止など、事前に通知すると関係者

により一時的に是正され、法令違反の実態を正確に把握することが難しい場合は、事前の通知を行わずに立

入検査を実施する。 

(3) テナント関係者に直接指導できるように、立入検査の実施時間帯について考慮する。 

(4) 着眼点のそれぞれの項目について、立入検査の相手方に火災発生時の危険性等を説明する。 

(5) 所有者や管理者に対し、入居するテナントの用途を把握するよう指導するとともに、立入検査時に用途確

認を的確に行い、それぞれの用途に応じた指導を実施する。 

(6) 消防法令違反に対する措置内容等（消防法令違反で命令を受けた場合は標識が設置されること。消防法第

５条の２第１項の規定による命令に違反した場合は罰金（ 高１億円）が科せられること等）を説明し、法

令違反の自主的改善を関係者に対し促す。 

(7) 関係者に関する情報の把握について、立入検査時の質問や資料の提出などにより情報収集に努める。 

(8) 関係者に対し法令違反を指摘したにもかかわらず、改修（計画）報告書を提出しないなど法令違反を是正

する意思が見られない場合、時機を失することなく違反処理へ移行する。 

  

６ 別表１（小規模雑居ビル立入検査時の着眼点） 

着眼点① 防火対象物の使用状況 

・用途変更及び関係者の変更がないか確認する。 

※テナントの入れ替わりが激しく、用途や関係者が頻繁に変更になるが、防火対象物使用開始届が提出されな

いなど、消防機関がこれらの実態について、立入検査を実施するまで把握できないことがある。 

着眼点② 防火管理体制の確立状況 

・管理権原ごとに防火管理者が選任され、届出されているか確認する。選任されている場合は、管理的又は監督

的地位にある者が選任されているか確認する。 

※テナントの入れ替わりが激しく、用途や収容人員が頻繁に変更になり、防火管理者の選任義務が生じている

が、選任されていないことが多い。 

 テナントの従業員が少なく、防火管理者講習を受講できないとすることがある。 

 テナントの営業時間が夜間であることが多く、消防機関がテナント関係者に直接指導する機会が少ない。 



 36 

・防火管理者選任義務対象ごとに消防計画が作成され、届出されているか確認する。作成している場合は、計画

内容の実効性や変更すべき点がないか確認する。 

・各管理権原者の協議の上、統括防火管理者が選任され、届出されているか確認する。選任されている場合は、

防火対象物全体についての必要な業務を適設備遂行するために権限が付与され、業務内容や防火対象物の位置、

構造及び設備の状況等について十分な知識を有している者が選任されているか確認する。 

・全体についての消防計画が作成され、届出されているか確認する。作成している場合は、計画内容の実効性や

変更すべき点がないか確認する。 

※ビル所有者とテナント関係者、テナント関係者相互の関係が希薄で意思疎通が図れていない、テナントごと

に営業時間が異なり交流する場を設けられない場合が多い。 

着眼点③ 点検の実施状況 

・消防用設備等の点検及び結果報告を実施しているか確認する。点検を実施している場合は、不備事項があった

か、その不備事項について改修したかを確認する。 

※消防用設備等の維持管理責任が不明確、点検報告制度を知らない、経費節約などの理由により、消防用設備

等の点検が実施されていないことが多い。 

・防火対象物定期点検及び結果報告を実施しているか確認する。点検を実施している場合は、点検結果で不備を

指摘されているかどうか、不備事項について改善したかを確認する。 

着眼点④ 自衛消防の組織の確立状況 

・消防計画に基づき、自衛消防の組織が編成されているか確認する。 

・従業員が自衛消防の組織における自らの任務について理解しているか確認する。 

※普段から、従業員に対する防火上必要な教育が実施されていないため、自動火災報知設備が発報し、ベル鳴

動しているにもかかわらず、テナントの従業員がどう対応していいのか判らず、必要な初動措置を行わない

ことがある。 

・統括防火管理者が作成する全体についての消防計画又は防火管理者が作成する消防計画に基づく、消火、通報

及び避難訓練が必要な回数実施されているか確認する。訓練が実施されている場合は、その旨の通報がなされ

たか、実施した内容は防火対象物の実態に即したものか確認する。 
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※燃焼中の食用油に水をかけたり、消火器を使用したが使用距離や噴射方向など消火器の取扱いに不具合があ

ったため、油が飛散して負傷する事例が多く見られる。 

 避難階以外の階から避難する経路としては、階段を使用している事例がほとんどであるが、エレベーターを

使用して避難し、煙の拡大により負傷する事例も見られる。 

 テナントごとの営業時間が異なることや、テナント関係者相互の意思疎通が図れていないことから、防火対

象物全体の訓練が実施されていない場合が多い。 

着眼点⑤ 防炎物品の使用状況 

・防炎対象物品に防炎物品を使用しているか、防炎表示により確認する。 

※改装工事等で店内装飾を優先するなどの理由により、防炎対象物品に防炎物品が使用されていないことがあ

る。 

着眼点⑥ 避難施設等の維持管理状況 

・階段や廊下等の避難経路となる部分に可燃物や避難の障害となる物件の放置、存置及び避難の障害となる施設

の設置がないか確認する。 

※階段に存置された物件へ放火され、唯一の避難経路を絶たれたことで避難不能となり、大きな被害が生じた

事例がある。存置されている物件は、商品、ロッカー、冷蔵庫、ビールケース、物置等があり、統括防火管

理者又は防火管理者等が必要な指示を怠っているため、いつまでも存置され続けることがある。 

 ベランダの避難用ハッチの上又は降下空間に空調設備の室外機を設置したり、物件を存置していることがあ

る。 

・屋外階段が適正に維持管理されているか確認する。 

※風雨の吹き込み防止や防犯上の理由から、屋外階段に囲いを設けて、鎖等で閉鎖されていることがある。 

 腐食により使用に耐えなくなっているものもある。 

 階段下に可燃物を放置し、放火されたことにより避難上の支障となり負傷者が発生した事例がある。 

・物件の存置による防火戸の閉鎖障害又は開放障害がないか確認する。 

※階段部分に設置されていた防火戸が閉鎖しなかったことで火煙が階段部分に拡大して負傷者が発生した事例

がある。 
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 店内改装時にじゅうたんを敷いたり、商品やロッカー等の物件の存置などにより防火戸の閉鎖障害又は開放

障害となっていることが多い。 

 物件の存置については、統括防火管理者又は防火管理者等が必要な指示を怠っているため、いつまでも存置

され続けることがある。 

 くさび等により防火戸を開放したままにしていることがある。 

・防火戸の機能不良、破損、撤去がないか確認する。 

※改装等を行う際に、店内の雰囲気を重視し、防火戸の改造、撤去（防火戸を木製扉に取り替えるなど）をし

ていることがある。 

・非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部が塞がれていないか確認する。 

※内装の変更や広告用の看板を設置して、非常用進入口や排煙設備である窓等の開口部を塞いでいることがあ

る。例えば、外部から営業形態がわからないように目隠しをしたり、外光の遮断や音漏れ防止のために開口

部を塞いだり、内側に化粧板や鏡をはめ込んだ扉を設置するなどし、消防隊が外部から容易に屋内へ進入で

きない状況や、排煙設備・非常用の照明装置が必要となる状況が発生していることがある。 

・増築等に伴う竪穴区画や避難階段に関する不備がないか確認する。 

※床面積が小さいことから屋上にプレハブ造の従業員の更衣室や事務所等を増築したり、テナントの入れ替わ

りによる用途変更があることで、竪穴区画や避難階段の構造不適、直通階段が不足するなどの不備欠陥が発

生することがある。 

 屋上に増築した部分の区画の構造が不適切であったことや竪穴区画の内装材に可燃材を使用していたことで

速燃的に延焼した事例や直通階段がないために避難できなかった事例がある。 

着眼点⑦ 消防用設備等の維持管理状況 

・消防用設備等が未設置又は一部未設置となっていないか確認する。 

※無確認増築やテナントが入れ替わったことにより用途や収容人員が変更になることで、消防用設備等が未設

置となっていることがある。 

 内装の変更や広告用の看板を設置して開口部を塞ぎ無窓階となり、消防用設備等が未設置となることがある。 

【消火器】 

・消火器の設置場所が適切か確認する。標識が見えるか確認する。 
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※初期消火には、消火器が もよく使用され、火災の延焼拡大を防ぐことができた事例が多くあるが、消火器

が設置されていない、消火器が設置されていても容易に使用できなかったために、消火方法として不適切な

方法（燃焼中の食用油に水をかけるなど）で初期消火を行い、負傷者が発生するとともに、延焼拡大した事

例がある。 

 店の雰囲気に合わない、店内の改装、営業スペースを 大限確保する等の理由により、消火器の周囲に物件

が存置され標識が見えなくなっていたり、本来おかれているべき場所から移動され、標識があるのに消火器

がないことがある。 

 消火器が水に濡れる場所に置かれているときは腐食していることがあるので注意を要する。 

【自動火災報知設備・非常警報設備】 

・自動火災報知設備の電源が遮断されていないか、ベル（再鳴動機能付きのものを除く。）が停止されていない

か確認する。 

※酔客のいたずらや非火災報が多いなどの理由により、自動火災報知設備の電源遮断やベルを停止しているこ

とがある。飲酒による判断力の低下など火災の覚知が遅れる要因があるにもかかわらず、自動火災報知設備

の電源やベルが停止されていたため、初期消火の時機を失い、また、避難開始が遅れることで負傷者が発生

した事例や 悪は避難できなかった事例がある。 

・自動火災報知設備の発信機や非常警報設備の周囲に操作の障害となる物件がないか、表示灯が見えるか確認す

る。 

※物件の存置、球切れなどの理由により表示灯の視認障害が発生していることがある。 

 非常警報設備があるにも関わらず、設置場所がわからず使用しなかったことから、火災の発生を早期に知ら

せることができず負傷者が発生した事例がある。 

・自動火災報知設備の感知器の未警戒区域や感知障害がないか確認する。 

※賃貸契約時点で、消防用設備等に関する事項について十分に説明されず、改装工事等により感知器が取り外

されることがある。 

 間仕切りや天井設置による感知器の未警戒区域が発生していることがある。 

 感知器に近い場所にエアコンが設置されて感知障害が発生していることがある。 

【避難器具】 
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・避難器具の設置場所が適切か確認する。 

※店の雰囲気に合わない、店内の改装、営業スペースを 大限確保する等の理由により、本来設置するべき開

口部から別の場所（物置や机の下等）へ移動し、火災発生時に使用できなかった事例がある。 

・避難器具の操作障害、接近障害となる物件の存置等がないか確認する。 

※営業スペースを 大限確保するため、避難器具の周囲に物件を存置し、操作障害や接近障害となり使用でき

なかった事例がある。 

 降下空間に、看板、テント、空調設備の室外機などが置かれていることで使用できなくなっていることがあ

る。 

・避難器具を設置する開口部の閉鎖、破損がないか確認する。 

※開口部の内・外部に看板や店内装飾等を施して閉鎖したり、開口部の開閉部が破損していたことにより、避

難器具が使用できなかった事例がある。 

【誘導灯】 

・誘導灯の設置場所は適切か確認する。誘導灯が見えるか確認する。 

※店の雰囲気に合わない、店内の改装等の理由により、撤去されていることがある。 

 間仕切りの増設、物件の存置、球切れなどの理由により誘導灯の視認障害が発生していることがある。 

【その他の消防用設備等】 

・設置されている消防用設備等の操作障害となる物件の存置等がないか確認する。 

※店の雰囲気に合わない、店内の改装、営業スペースを 大限確保する等の理由により、屋内消火栓箱の周囲

に物件を存置し、操作障害となっていることがある。 

着眼点⑧ 火気の取扱状況 

・従業員に対する火気取扱いの監督や指導を行っているか確認する。 

※平成 24 年中の火災事例では、食用油を加熱し、放置したことにより出火する事例が見られた。 

 従業員が、客のたばこの吸殻をよく確かめずにダストボックスに捨て、火災になった事例がある。 

・調理器具周辺にカセットコンロのガスボンベやライター等の可燃物を置いていないか確認する。 

※調理器具周辺にガスボンベやライターを置き、ボンベが加熱されて爆発した事例やライターの容器が溶融し

漏洩したガスに引火した事例がある。 
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 調理器具の上方に置かれた可燃物が落下し、出火した事例がある。 

・調理器具の周辺や排気ダクト内の清掃が実施されているか確認する。 

※レンジフードや調理器具の周辺に付着した油脂等が加熱されて発火することがあり、また、火災発生時に延

焼要因となった事例がある。 

 下方排気式のロースターで、火のついた食材などがダクト内へ落ち、油脂に着火した事例では、火災発生の

覚知が遅れ、負傷者が発生することが多い。 

 グリスフィルターを取り外している場合は排気ダクト内の油脂付着が多くなり出火危険が高くなる。 

着眼点⑨ 危険物の貯蔵、取扱い状況 

・危険物の貯蔵、取扱いがあるか、貯蔵、取扱いがある場合は貯蔵場所や取扱い状況について確認する。 

※階段や通路に貯蔵していた危険物が、火災発生時に引火し、急激に延焼したことで、初期消火や避難の支障

となった事例がある。 

 暖房器具に灯油ではなく、ガソリンを給油し、火災になった事例がある。 

 改装工事等を行う際、危険物を大量に持ち込み、防火対象物全体で指定数量を超えた危険物の貯蔵、取扱い

となる場合がある。 

着眼点⑩ 工事中の防火管理状況 

・工事を実施している場合は、工事中の防火管理状況について工事中の消防計画に基づき確認する。 

※工事中の防火管理が適切に行われていなかったため、階段部分での溶断作業中に、不適切な取扱いによりア

セチレンガスに引火したり、周辺の可燃物に着火し、延焼拡大して避難経路が絶たれた事例がある。 

 テナントの改装工事でシンナーを使用している際に、喫煙しようとライターの火を付け、火災となった事例

がある。 
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第３ 量販店等立入検査時の留意事項 

量販店等の立入検査の実施については、基本的に「第１ 立入検査要領」によるが、量販店等の火災危険性等

の特徴を踏まえ、特に次に掲げる事項にも留意するものとする。 

  

１ 量販店等とは 

ここでいう量販店等とは、店内に商品が多量に山積みされている物品販売店舗をいうものとする。 

  

２ 量販店等における特徴 

量販店等で見られる特徴的な事項は次のとおりである。 

(1) 商品が大量に陳列され、誘導灯・誘導標識の視認障害、階段・避難口等避難施設の避難障害、避難通路の幅員不足等、

避難関係の防火管理面での消防法令違反が多い傾向がある。 

(2) 商品が天井近くまで高く積み上げられていることがあり、物品に着火すると比較的短時間で炎が拡大し、消火・避難が

困難になる可能性がある。 

(3) 物件存置等の避難障害の違反は、指摘によりいったん改善された場合でも、繰り返し違反行為が行われることがある。 

(4) 商品の配置により死角となりやすい箇所が多く、放火（放火の疑い及び不審火を含む。）による火災の事例が多い。 

  

３ 重点的に立入検査を実施すべき状況 

「第２ 小規模雑居ビル立入検査時の留意事項」の３の状況のほか、繰り返し違反が発生するおそれのある量

販店等については重点的な立入検査の実施を検討すること。 

  

４ 量販店等立入検査時の留意点 

「第２ 小規模雑居ビル立入検査時の留意事項」の４の着眼点のほか、量販店等においては、物品存置等の消

防法令違反が多く、事前に通知すると一時的に是正されるものの繰り返し違反となる場合があること等から、立

入検査に当たっては、必要に応じ、無通知、平服等によるなど効果的な方法により実施すること。 
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５ 関係者への指導要領等 

量販店等の火災危険性、防火管理の実態等、２に掲げる特徴を踏まえ、立入検査の実施に際しては、次の点に

留意して関係者に対応する必要がある。 

(1) 防火管理の徹底 

ア 避難施設の管理の徹底 

階段、避難口、防火戸、避難通路等の避難施設については、適切に管理されない場合、火災の発生時に利

用客等の円滑な避難に重大な支障を生じるおそれが大きいことから、次の事項について徹底させること。 

(ア) 火災予防条例で定められた必要な避難通路幅を確実に確保すること。 

(イ) 避難の障害とならないよう物件等を存置等しないこと。 

(ウ) 防火戸が火災時に確実に閉鎖する状態にあることを確認すること。 

イ 誘導灯及び誘導標識の視認障害防止の徹底 

誘導灯及び誘導標識については、視認できない場合、火災の発生時に利用客等の円滑な避難に重大な支障

を生じるおそれが大きいことから、視認の障害となる物件等を撤去させること。 

ウ 教育・訓練の徹底 

火災等の発生時に消火や避難誘導などを適切に対応できるかどうかは実質的な訓練の実施によるところ

が大きいことから、次の事項について徹底させること。 

(ア) 年に２回以上消火訓練及び避難訓練を実施すること。 

(イ) 従業者全員が消火設備、避難器具及び避難施設の位置を確認すること。 

(ウ) 従業者全員が消火器（自衛消防隊員にあっては消火器及び屋内消火栓設備）による消火ができるよう

にするとともに、避難誘導を確実にできるようにすること。 

なお、訓練を実施する旨の通報があった場合、必要に応じ、訓練に立ち会うよう努めること。 

(2) 違反の是正 

ア 防火管理意識の啓発 

管理権原者、防火管理者等関係者に、量販店等の火災危険性や避難障害をはじめとした消防法令違反が重

大な結果を引き起こすことを認識させ、自ら法令遵守の取組を徹底するよう指導すること。 
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イ 本社指導 

全国的に事業を展開するなど、広範囲に複数の店舗を設けている法人に対しては、法人組織全体の防火管

理意識の高揚を図り、組織的・継続的な防火管理体制の構築を図ることが有効であることから、関係する消

防本部と連携し、本社に対し防火管理指導を実施すること。 

ウ 繰り返し違反の是正 

関係者に対し法令違反を指摘したにもかかわらず、改善（計画）報告書を提出しないなど法令違反を是正

する意思が見られない場合は違反処理へ移行し、なおも違反が是正されない場合や、違反を指摘すると改善

するが繰り返し違反が行われる場合など悪質なもの、及び火災危険性が特に高いものについては、時機を失

することなく措置命令へ移行すること。 

(3) 放火火災防止対策の推進 

商品の整理、巡回の強化、放火監視機器（監視カメラ等）の設置、放火火災防止対策強化中である旨の注意

喚起表示の推進等を指導するとともに、放火監視機器の設置指導に当たっては監視カメラの他に炎センサーの

設置も有効と考えられることから、施設の実態を踏まえて「放火監視センサーを用いた放火監視機器に係る技

術上のガイドラインの策定について（通知）」（平成 17 年４月 11 日消防予第 72 号）を参考に適切に指導す

ること。 
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第４ 個室型店舗等立入検査時の留意事項 

個室型店舗等の立入検査の実施については、基本的に「第１ 立入検査要領」によるが、個室型店舗等の火災危険性

等の特徴を踏まえ、特に次に掲げる事項にも留意するものとする。 

 

１ 個室型店舗等とは 

ここでいう個室型店舗等とは、施行令別表第１（２）項ニに掲げる防火対象物の用途に供されているものとする。 

 

２ 個室型店舗等における特徴 

個室型店舗等で見られる特徴的な事項は次のとおりである。 

(1) 店舗等の内部が個室や間仕切り等により細分化されていることから、個々の利用客が火災の発生に気付きにくく、

従業者による避難誘導も困難となりやすい。 

(2) 個室等が比較的狭い空間に密集した施設形態となっている場合が多いため、局所的に煙・熱が滞留しやすく、避難

経路が絶たれやすい。 

(3) 深夜・早朝に利用客を滞在させる場合、実態として宿泊施設と同様に利用客が寝ている場合が多いことから、潜在

的に逃げ遅れによる人命危険が大きい。 

(4) 店舗スペースを可能な限り有効に活用する傾向が強いことから、階段・通路・避難口等避難施設の避難障害、狭あ

い・蛇行した避難通路の設定、非常用進入口や排煙設備となる窓等の開口部が塞がれている等の傾向が強い。 

(5) 他の事業形態の店舗等と比べ、店舗スペースや利用客の数に応じた従業員の数が少ない傾向にあり、自衛消防活動

が困難となる。 

(6) 物件存置等の避難障害の違反は、指摘によりいったん改善された場合でも、繰り返し違反行為が行われることがあ

る。 

(7) 多数の個室や間仕切り等により従業員の目が届きにくい箇所が多く、放火（放火の疑い及び不審火を含む。）によ

る火災の事例が多い。 

 

３ 重点的に立入検査を実施すべき状況 

「第２ 小規模雑居ビル立入検査時の留意事項」の３に同じ。 
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４ 個室型店舗等立入検査時の留意点 

「第２ 小規模雑居ビル立入検査時の留意事項」の４の着眼点のほか、個室型店舗等においては、従業員数が少ない

ため、自衛消防組織の確立、特に消防訓練の実施を重点的に指導すること。 

 

 

 

第５ 火災予防に直接関係しない消防法令の規定の不備に係る確認等について 

 

１．基本的な考え方 

消防法令の規定であっても、火災予防には直接関係しない規定（例：消防法第３６条第１項関係規定等）については、法第４条

にいう資料提出命令権、報告徴収権及び立入検査権を行使することができないため、法第４条によらない方法により、当該規定の

不備等の確認を行う。 

 

２．不備等の確認方法 

(1) 防災管理点検報告の有無及び内容 

(2) 法令に基づく届出等の確認 

(3) 立入検査における付随的な覚知（例：防火管理者未選任の覚知＝防災管理者未選任の可能性） 

(4) 任意の協力に基づく検査 

 

３．是正指導 

    不備事項の指導については、法第４条に基づく立入検査の結果とは区別し、法第３６条に基づく指導事項であるを明記して、確

認した違反内容の通知及び改修（計画）報告の指導を行う。報告期限は概ね１週間～１ヶ月とする。指導内容及び改修（計画）報

告書は防火対象物台帳等と一体として管理する。 

     報告期限を過ぎても報告書が未提出の場合、改修（計画）報告書の内容に不備があるにもかかわらず指導に応じない場合、改修（

計画）報告書に記載されていた改修予定期日に改修が完了していない場合等は、違反処理へ移行する。 
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